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第１章 総則 

１ 目的 

 この計画は、危機に対する本市の活動体制の整備を行い、危機発生により生

じる市民の生命、身体及び財産の被害を軽減し平穏な日常生活を極力維持する

ことを目的とする。 

 

２ 計画の位置づけ 

（１）他の計画との関係 

   この計画は、全ての危機に対して本市が対応する場合の行動原則を示す。

ただし、「千葉市地域防災計画」又は「千葉市国民保護計画」に基づき対応

することが明確な場合、それらに基づき対応する。 

 

 

千葉市では全ての危機について、３つの計画のいずれかに基づいて対応する。

危機事案対応計画に基づき対応する事態

・地域防災計画、国民保護計画による対応に該
当しないもの

地域防災計画により対
応する事態

・地震・風水害
・雪害・火山災害
・大規模事故

国民保護計画により対
応する事態

・武力攻撃事態等
・緊急対処事態

危 機

千葉市地域防災計画

・災害対策基本法に基づき、
全庁体制で行う災害対応計画
①共通編 ②災害応急対策編
・災害予防 ・地震対策
・災害復旧 ・風水害・雪害・火山災害対策

・大規模事故災害対策

・感染症

・大規模停電など

（・大規模事故）

（・危険物流出）

（・テ ロ）

（・爆発物） など

自然災害
・地震・風水害・雪害・火山災
害

千葉市国民保護計画

・国民保護法に基づき実施する市民の避難、
救援、被害の最小化のための計画

千葉市危機事案対応計画

・様々な事態に対し、本市ができるだけ同一
の体制及び手順で対応することを目的に
した初動と体制構築の計画

災害対策基
本法に基づく
ため、事象に
よっては、こ
の計画による
対応ができな
い場合がある。

国の指示に基
づき対応する
ため、即応性
に欠ける。

人為災害

・大規模事故

・危険物流出など

緊急対処事態（国が指定）

武力攻撃事態等（国が指定）

地域防災計画、国

民保護計画の適用外

の事象を危機事案対

応計画でカバーする

ことで、全ての危機事

象に対する体制を確

立する。

体系的に法が
整備されてな
いため、他の
計画ほど強力
な権限は持た
ないが、他の
計画で扱えな
い事象も対象
にできる。
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（２）運用上の位置付け 

この計画は、不特定の事態を対象とし、局・区・会計室及び各行政委員

会（以下「局・区等」という。）を活動の主体とする。従って、この計画で

は、体制構築及び運用の方針のみ定め、個別具体的な対応計画は局・区等

で整備する。 

 

 

第２章 基本的な考え方 

１ 危機の定義 

 この計画において、危機とは「市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及

ぼす事態並びに及ぼすおそれがある事態」と定義し、対応すべき事態を次の（１）

又は（２）の場合で、かつ特別な対応を要する事態と定め、これを「危機事案」

と称する。 

（１）不特定多数の市民の生命、身体及び財産に重大な被害を与える緊急の事

態 

（２）前項（１）の状況を惹起する直接的かつ具体的な危険性を有する緊急の

事態 

 なお、想定する危機事案は、別表１のとおりとする。 

 

２ 基本方針 

 この計画は、被害管理（被害発生を前提に、その抑制を目的とした管理体系）

の理念を活用し、いかなる危機事案にも速やかな対応活動ができるよう、次の

事項を基本方針とする。 

（１）迅速な対応を行うため、応急対応活動は、局・区等を中心に実施する。 

ア 局・区等は、危機事案発生に際し主体的に活動を行う。 

イ 危機事案の所管は、市長が決定する。 

（２）迅速な意思決定を行うため、指揮権の所在を明確にする。 

ア 指揮権者は、全市対応では市長、局･区等の対応では事案を所管する

局・区等の長とする。 

イ 指揮権者が指揮を執れない場合、予め定める手順により速やかに指揮

権の代理執行者を決定し、当該執行者が直ちに必要な指揮を執る。 

ウ 指揮権者は、指揮権の所在を明確にした上で、指揮権の一部を現場の

市職員に委譲する。 

（３）迅速な体制構築を行うため、情報伝達、組織編成及び運用の手順をでき

る限り標準化する。 

ア 標準化した手順に沿って具体的な計画の整備を行う。 
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３ 局・区等の危機管理に係る役割 

（１）局・区等の役割   

局・区等は、この計画において次の役割を担う。 

ア 日常業務の中で、予測される危機事案に係る情報収集及び分析を行い、

危機事案の発生を抑止する適切な対応に努める。 

イ 所管する危機事案について、他の局・区等の支援を受け、本市組織以

外の関係機関（以下「関係機関」という。）と連携しながら主体的に応急

対応を行う。 

ウ 危機事案が複数部局に関係する場合は、所管局・区等を中心として、

関係する局・区等で連携しながら対応する。 

（２）総合政策局の役割 

総合政策局は、（１）による所管局としての役割のほか、危機管理に係る

総合調整を所管する局として、次の役割を担う。 

ア 被害の程度等から所管局・区等以外の局・区等を含めた対応を必要と

する場合の総合調整 

イ 所管局・区等が特定できない危機事案への初動対応及び所管局・区等

の明確化に係る調整 

ウ 局・区等の危機管理体制、職員の危機管理能力の向上に対する支援 
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第３章 平常時の危機管理推進体制 

１ 危機管理推進委員会 

平常時において、この計画に基づく具体的な施策の推進や、危機事案ではな

いがリスクの高い事態（危険物質の取扱い、深刻な感染症の大流行が予測され

る状況など）への対応を検討するため、危機管理に関する総合的な協議検討機

関として、別途設置する千葉市危機管理推進委員会（以下「委員会」という。）

を活用する。 

 

危機管理に係る組織体制（概観） 

 

 

  

本部長 市長
委員長 副市長
委員 局･区等の長（危機管理責任者）

対策部長 局・区等の長

幹事長 危機管理監
幹事 主管課長等（危機管理主管者）

危機管理推進委員会

危機管理推進委員会幹事会

千葉市危機対策本部

局・区等対策部

危機事案発生時
（危機対策本部設置の場合）

平常時

作業部会

指揮

指示

対応

危機事案

リスク
対策

指示
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２ 各局･区等における危機管理推進体制 

（１）危機管理推進体制上の役割 

所管局・区等で危機管理の体制作りを継続的に推進するため、特定の職

員に次の役割が充てられている。平常時は、これらの役割に沿って危機管

理を推進する。 

ア 危機管理責任者  局･区等の長 

イ 危機管理者    部長及び課･室の長（課･室がない行政委員会事務

局については次長等） 

ウ 危機管理主管者  主管課長（課･室がない行政委員会事務局について

は次長等） 

（２）推進する事項 

平常時において、危機管理責任者は次の事項を推進する。危機管理者は、

危機管理責任者の指示に基づき、各々の職責によりそれらの実施に努め、

危機管理主管者は実施に係る連絡調整業務を行い、危機管理責任者を補佐

する。 

ア 所管業務に係る危機事案の予測及び予防措置 

イ 事案発生に備えたマニュアル等の整備や見直し作業 

ウ 職員への連絡・参集体制の整備 

エ 職員の意識向上 

オ 必要な資機材の確保 

 

平常時の危機管理推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理責任者（局長）

危機管理者（部長）

危機管理主管者（主管課長）

危機管理者（課長）

責任者の指示を受
け、職責の範囲で
実施に努める。

補佐
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第４章 危機事案発生時の対応体制 

１ 危機管理監の役割 

（１）任務 

危機管理監は、危機事案発生の報告を受けた時点から、千葉市事務分掌

規則第14条第5項に基づき当該危機事案に対する活動にあたる職員を指揮

監督する。実施に当たり必要となる要員等は、危機管理課・防災対策課の

職員等をもって充てる。 

（２）指揮権者への具申 

危機管理監は、総合調整を行うべき危機事案への対応について、指揮権

者に対し必要な具申を行う。 

 

２ 危機管理部の役割 

（１）任務 

危機管理部長は、危機管理監と一体となり危機事案に対する総合調整を

行う。 

（２）情報の確保 

   危機事案発生の報告を受けた場合、危機管理部は、所管局・区との連絡

を密にして情報の共有化に努める。情報収集及び連絡調整のため、両課長

は、必要に応じて所管局・区等又は発生現場等に同課職員（以下「連絡調

整員」という。）を派遣する。 

 

３ 局・区等の役割 

局・区等は、危機事案に際し危機管理監と連絡・連携を密にし、「個別事

案対応計画」に基づいて行動する。 
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４ 被害評価と体制 

（１）概要 

   危機事案発生により市のとるべき体制は、被害及び被害想定の評価（以

後「被害評価」という。）に基づいて決定する。被害評価と市の体制との関

係は、以下の表のとおりとする。 

 

（２）体制の発動、変更及び解除 

市の体制の発動、変更及び解除は、次のとおりとする。 

ア 警戒・監視体制（第 1種配備） 

発動→危機事案発生の報告を危機管理課・防災対策課が受けた時点で

直ちに発動する。 

解除→所管局・区等の長が危機事案への対応完了後、解除する。 

イ 警戒・監視体制（第 1種配備）以外の体制 

体制の発動、変更及び解除は市長が行う。 

 

５ 千葉市危機対策本部 

（１）設置 

   市長は、危機対応体制を発動し、千葉市危機対策本部（以下「対策本部」

という。）を設置する。 

（２）対策本部の業務 

   対策本部は、当該危機事案への対応策の決定、局・区等対策部の統括指

揮及び活動に必要な調整、関係機関との連絡調整や報道対応等の業務（以

下「本部業務」という。）を行う。 

（３）構成 

   千葉市危機対策本部の構成は、別表２のとおりとする。 

 

 

市の体制 体制の概要

警戒・監視体制
（第１種配備）

発生状況を危機管理課・防災対策課と所管局・区等で
把握する。
局・区長の判断で局・区等に対策部（※）を設置可能。
対応は所管局・区中心で行う。

緊急対応体制
（第２種配備）

市長の指示により局・区等に対策部を設置。
対応は所管局・区等中心で行う。

危機対応体制
（第３種配備）

危機対策本部を設置。本部長は市長。
対応は複数の局・区等を動員して行う。

全市対応体制
（第４種配備）

全市対応（災害対策本部設置相当）
全組織を動員。通常業務縮小又は停止。

※第６項参照

危機事案に対する本市の体制の標準
被害評価

危機事案が発生。
状況が不明、又は限
定的な被害が生じて
いる。
不特定市民への影
響は少ない。
（レベル１）

大きな被害が生じ、
不特定多数の市民
への深刻な影響が
懸念される。
（レベル２）

甚大な被害が生じ、
全市民への深刻な
影響が懸念される。
（レベル３）

事
態
の
進
行

危機事案の

発生
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（４）本部長 

   本部長は、副本部長、本部員及び本部事務局を招集し本部を運営し、事

案が収拾した後は速やかに本部を解散する。本部長には市長をもって充て

る。 

（５）副本部長 

   副本部長は、本部長の業務を補佐し、本部長の命により本部長を代理す

る。副本部長には副市長をもって充てる。 

（６）本部員 

   本部員は、本部員会議を構成し、本部長の意思決定を補佐する。本部員

には本部長が当該危機事案への対応について必要とする職員を充てる。本

部長は、体制及び状況の変化に伴い、本部員数の増減及び本部員の交代を

行う。 

（７）本部事務局 

   本部事務局は、本部事務局業務を担当する職員及びそれらの補助職員か

ら構成する。 

 

６ 局・区等対策部 

（１）設置 

危機事案を所管する局・区等の長は、緊急対応体制が発動された場合、

又は自ら必要と認めた場合、局・区等に対策部を設置する。 

（２）対策部の業務 

対策部は、当該危機事案への対応策を決定し活動を行い、対策本部が設

置されない段階においては本部業務に相当する業務を併せて行う。 

（３）対策部長 

   対策部長には所管する局・区等の長をもって充てる。対策部長は、対策

部を編制、運用し、危機事案への対応が完了した後は速やかに対策部を解

散する。 

（４）構成 

局・区等対策部の構成は、別表３のとおり。対策部は、その役割から、

本部業務担当と、対応活動担当に区分する。 

ア 本部業務を行う担当 

対策本部が設置されない段階において、対策部長は、対策本部の構成

に準じ副部長、部員及び部スタッフを招集し本部業務を遂行する。 

イ 対応活動を行う担当 

対策部長は、危機事案の実情にあった対応活動の内容を分類し、それ

ぞれを１つのグループとして設置運用する。各グループは、対策部長の

指揮の下、必要な権限の委譲を受け応急対応を行う。 
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局・区等対策部の構成（イメージ）  

 

（５）指揮の継承 

   対策本部の設置に伴い、対策部は対策本部の統括指揮下に入る。対策部

で部のスタッフの行っていた本部業務は対策本部で引き継ぐ。 

 

危機事案に対応する体制の組織構造（全体図） 

  

主なポジションの役割 

①本部長 → 対策部の統括指揮を行う。 

目的と優先順位を設定し事案対応における全体的な責任を持つ。 

②対策部長 → 対策部の調整指揮を行う。 

対策部の活動について目的と優先順位を設定し、責任を持つ。 

③各グループ → 危機事案の実情にあったグループを設置し、事案対応を行う。 
 

 

※危機事案に適したグループを設置し、対応を実施。

○○      ○○      ○○      ○○      

本部業務を行う

担当

対応活動を行う

担当

対策部長

事務局

　
第２種配

備までに

設置

第３種
配備で
設置

千葉市危機対策本部

本部長
（市 長）

補佐
本部員

▲▲局対策

部

○○委員会対策

部
○○局対策部

対策部長
（局・区等の長）

危機管理主管者

補佐
部員

補佐

※局・区長等の判断で設置

※事案の種類、被害の程度により規模は変化する。

○○グループ○○グループ ○○グループ○○グループ

副本部長

（副市長）

補佐
主管本部員
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第５章 平常時の取り組み 

１ 事前の準備 

（１）平常時の活動 

各局・区等は、危機事案の発生及びそれに伴う被害発生の抑制に努める。

また、危機管理部と各局・区等は、連携して、研修や訓練及び体制・各種

資機材の整備を行い、危機事案に備える。 

（２）危機事案対応計画等の整備 

   危機管理部は、危機事案について具体的な対応方針等を定めた計画を整

備する。各局・区等は、それぞれの所管する危機事案に対応するため個別

事案対応計画を作成する。 作成にあたっては、【表１】「個別事案対応計画

記載項目内容（例示）」を参考とし、必要に応じて内容を追記する。 

   また、作成及び修正した計画は、危機管理部に提出する。 

【表１】個別事案対応計画記載項目・内容（例示） 

項目 内容 

１ 危機事案の特徴 ・事案の特徴 

・対処のポイント等 

２ 対策部の編成 ・対策部の設置場所 

・対策部の組織構成等 

３ 業務分担 ・想定される業務 

・担当する職員若しくは課等 

４ 関係課・関係機関 ・危機管理部への共有 ※必須 

・対策部内の連絡体制・情報共有の手順 

・関係課・関係機関の連絡先等 

５ 対応計画 ・覚知後の対応 

・対応フロー（市民周知、特別職や議会への報告、報道

対応等）の作成等 

（３）関係機関との連携 

   発生が想定される危機事案への対応について、関係機関との連携を必要

とする場合は、個別事案対応計画等の整備・見直しを行う時に当該関係機

関と調整する。 

 

２ 計画の見直し 

（１）定期の見直し 

   本計画等は、定期的に見直しを行う。 

（２）随時の見直し 

危機事案対応の後は、次回の同様の事案に備え活動の分析を行い、本計

画等の見直しを行う。 
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第６章 応急対応 

１ 危機事案情報の授受 

 (【図１】危機事案情報の伝達フロー（職員又は課、室、事業所等で覚知した

情報）を参照。) 

（１）職員等覚知情報の通報 

職員又は課、室、事業所等が危機事案に遭遇した時、又は発生を覚知し

た時は、直ちに①警察・消防、②危機事案を所管する関係部署（分かる場

合）、③危機管理部に通報をする。 

なお、覚知した職員又は課、室、事業所等が所管課であった場合は上記

通報を行うとともに、下記（２）の対応を実施する。 

（２）所管課等覚知情報の報告 

所管課等が危機事案発生を覚知した時は、直ちに局･区等の主管課長等

に報告し、当該事案に係る「個別事案対応計画」に記載のある関係機関に

連絡をする。 

また、主管課等と調整し、特別職への報告を行う。 

（３）所管局・区等主管課の対応 

所管局・区等の主管課（区においては地域づくり支援課）が所管課等か

ら危機事案情報の報告を受けた時は、直ちに LoGo チャットグループ（危

機事案情報共有）に報告を行う。   

メンテナンス等により LoGo チャットでの連絡が取れない場合は、「休

日・夜間等の関係局・区緊急連絡者一覧」等を活用し、必要な関係部署に

対して連絡の徹底を図る。 

また、直ちに局･区等の長まで報告を行う。 

（４）各局・区等主管課の対応 

各局・区等主管課において、状況に応じ局・区等内関係課等に情報を共

有し、危機事案情報の周知を図る。 

（５）危機管理部からの情報伝達 

危機管理部で受領した情報は、上記（１）の対応とともに電話、LoGoチ

ャットグループ（危機事案情報共有）等を使用し、関係局･区等の主管課

（区においては地域づくり支援課）、秘書課報道室、広報広聴課、地域安

全課、消防局総務課に伝達する。 

また、既に知り得た情報かどうかに関わらず、関係局･区等の主管課、

所管課へ情報提供を行う。 

なお、危機管理部から特別職へ危機事案情報に係る報告の第一報を、所

管課からの報告とは別に行う。 
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（６）休日・夜間の取り扱い 

休日・夜間の危機事案情報の通報は、危機管理部（宿日直）電話で受付

ける。また、危機管理部から関係局･区等への情報伝達は、電話、LoGo チ

ャットグループ（危機事案情報共有）等を使用し、局･区等の緊急連絡者

（防災用携帯電話を持つ職員、連絡がつかなければ第２順位、第３順位の

職員）に行う。 

（７）FAX及び Eメールによる連絡 

FAX及び Eメールによる連絡は、電話、LoGoチャットグループ（危機事

案情報共有）連絡の補助的な手段として、事案の詳細の連絡や、写真デー

タの送付等で活用する。 

 

【図１】危機事案情報の伝達フロー（職員又は課、室、事業所等で覚知した情報） 

 
 

　※　連絡の徹底のため、LoGoチャットを活用する。　【　凡例　：　⇒　（二重線）　】

通報

秘書課
報道室

危機管理部

危機事案の発生

情報源

(警察・消防・事業者等)

所管課等

所管局・区等主管課

(総括主幹等）

連絡

連絡

LoGoチャットグループ（危機事案情報共有） 報告

市長・副市長

報告（第一報）

各局・区等主管課

(総括主幹等）

地域
安全課

広報
広聴課

消防局
総務課

警察・消防

職員等

通報

情報提供
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２ 市民への情報発信 

 （【図２】危機事案発生時における市民への情報発信フローを参照） 

（１）所管課等の対応 

所管課等において、市民に対する周知が必要と判断した場合、既存の情

報伝達手段のうち、状況に即した伝達手段を関係各課等と調整し、正確か

つ適時適切な情報を市民に発信する。なお、基本的な危機事案情報の授受

については、「第６章１ 危機事案情報の授受」と同様とする。 

（２）LoGoチャットグループ（危機事案情報共有）の対応 

LoGoチャットグループ（危機事案情報共有）において、危機事案情報の

連絡を受け、市民に対する周知が必要と判断した場合、秘書課報道室、広

報広聴課、地域安全課は休日、夜間等を問わず、既存の情報伝達手段のう

ち、状況に即した伝達手段を関係各課等と調整し、正確かつ適時適切な情

報を市民に発信する。 

 

【図２】危機事案発生時における市民への情報発信フロー 

  　※　連絡の徹底のため、LoGoチャットを活用する。　【　凡例　：　⇒　（二重線）　】

通報

秘書課
報道室

危機管理部

危機事案の発生

情報源

(警察・消防・事業者等)

所管課等

所管局・区等主管課

(総括主幹等）

連絡

市 民

連絡

LoGoチャットグループ（危機事案情報共有）

発信

発信

各局・区等主管課

(総括主幹等）

地域
安全課

広報
広聴課

消防局
総務課
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３ 体制立ち上げ 

（１）本部設置までの流れ 

第一報受領から情報共有及び対策本部設置までの流れは、以下フローの

流れで行う 

 

事案発生から対策本部設置までの流れ 

   

（２）優先処置事項 

ア 指揮権の所在の明示 

対応活動の体制を迅速に確立するため、対策本部又は対策部を設置 

したときは第一に指揮権の所在を明確にする。 

  イ 対応指示の作成、決定 

    対策本部又は対策部は、指揮権者のもとに現時点における全ての情報

を集約し、直ちに対応指示を作成し、決定する。 

　※　連絡の徹底のため、LoGoチャットを活用する。　【　凡例　：　⇒　（二重線）　】

通報

秘書課
報道室

危機管理部

危機事案の発生

情報源

(警察・消防・事業者等)

所管課等

所管局・区等主管課

(総括主幹等）

連絡

第２種配備

（局・区等対策部）

所管局・区等で対応

連絡

LoGoチャットグループ（危機事案情報共有） 報告

市長・副市長

報告

上申

各局・区等主管課

(総括主幹等）

広報
広聴課

地域

安全課
消防局
総務課危機管理監

支援

第３種配備

（危機対策本部）

複数の局・区等で対応

第４種配備

（危機対策本部）

全市で対応

危機管理総合調整会議 ※必要に応じ開催
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ウ 情報の提供と管理 

       対策本部又は対策部は、情報不足から生じる混乱を回避するため、 

市民、関係機関及び報道機関に対し、集約済みの情報は原則として提供 

する。また、危機事案への対応が完了するまでの情報の取り扱いについ 

て共通のルールを設定する。 

 

４ 対応活動 

（１）目標 

初期の対応活動は、被害を最小限に抑えることを目標とする。 

（２）対応活動の類型 

   対策本部又は対策部は、迅速に初期の対応活動を行うため、危機事案 

の原因及び規模に関わらず、次の５つの業務から対応を検討し実施する。 

・人命救助（軽易な救助活動から救助隊員との連携まで一連の活動） 

・減災措置（初期消火から電気や都市ガスの遮断など被害拡大防止措置） 

・避難誘導（一般市民の現場からの退去措置、避難場所の確保など） 

・救急活動（救護所設置から医療機関との連携まで一連の活動） 

・緊急輸送（救助隊、医療従事者、負傷者、その他必要なものの移動） 

（３）活動の記録 

対策本部又は対策部は、証拠保存及び対応活動の事後検証のため記録者

を定め、当該活動に係る情報、計画、命令及び実施の結果などを記録する。

対策本部又は対策部が解散した後、当該活動の記録は、対応所管局・区等

及び危機管理部のそれぞれで保管する。 

 



16 

 

第７章 応急対応後の措置 

１ 事案の終息 

（１）安全確認 

対策本部又は対策部は、危機事案への対応活動が概ね完了し、事態が終

息に向かっていると判断できたとき、関係機関等と連携し、早急に事案発

生現場周辺等の安全の確認を行う。 

（２）終息宣言 

対策本部又は対策部は、安全が確認された後、必要に応じて、報道機関

を通じ危機事案の終息宣言又は安全宣言を公表し、併せて、市民に対して

広報活動を行い、宣言の周知を図る。 

 

２ 復旧活動 

（１）目的 

復旧活動は、応急対応において被害抑止の業務が完了した後、市民生活

を平常時の状態に復帰させることを目的とする。 

（２）復旧活動の継続 

対策本部又は対策部は、被災地及び被災者が通常の生活に戻るまで、提

供可能な行政サービスを継続する。 

（３）その他 

復旧活動の具体的な体制及び要領は、今後順次整備するものとする。 
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別表 

別表１「千葉市危機事案対応計画において想定する危機事案」 

別表２「千葉市危機対策本部の構成等」 

別表３「局･区等対策部の構成等」 
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別表１ 「千葉市危機事案対応計画において想定する危機事案」 

    

危機事案 対応所管

1
市管理施設における事件・事故
（火災・不審者乱入・脅迫等）

該当施設の管理所管局・区等

2
大規模事故
（区管内で多数の死傷者が発生、又は可能性のある場合）

該当する区

3 市教育機関における事件・事故 教育委員会事務局

4 公共交通機関における事件・事故

5 動物園の危険動物逸走

6 イベント等における群衆事故 イベントの所管局・区等

7 下水道施設（浄化センターポンプ場等）事故 建設局

8 公共工事事故 該当工事を所管する局

9 電子計算システムの障害事故 総務局

10 凶悪犯の被疑者等の逃走 市民局

11 食中毒

12 感染症

13 飲料水汚染

14 毒物・劇物

15 環境汚染

16 イノシシ等の居住地域への出没

17 農作物・家畜の伝染性疫病被害 経済農政局

18 停電（熱中症対応）
該当する区
総合政策局危機管理部

19 大規模漏水事故 該当する局・区等

20 爆弾による事件・事故（不発弾） 総合政策局危機管理部

所管する局・区等
※所管が明らかな場合
総合政策局危機管理部
※所管が不明で、応急対応をすぐに行う場合

【対応所管について】

※２　直接、処理事案に関係のない局・区等は支援要請により求められる業務を行う。
※３　いずれの場合も被害規模の拡大により全市対応を行う。

※１　複数の局・区等の対応が重なる場合、現場で最も早く有効な組織対応が行える局・区等が一時的
　　　対応を行い、その後主たる対応局・区等に速やかに処理を移管する。

都市局

保健福祉局

環境局

21 その他（上記１～２０の類型が当てはまらない場合）
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別表２ 「千葉市危機対策本部の構成等」 

【千葉市危機対策本部の構成及び機能】    

 

 

 

【本部事務局に設置する班とその事務分掌】 

班名 事務分掌 

統括班 

・県及び他の市町村への応援要請及び受け入れなど広域応援に関する事項 

・本部員会議の運営に関する事項 

・本部長の重要な意思決定に係る補佐 

・本部長の決定に基づく各班に対する具体的指示 

・各対策部の行う全ての現場活動に関する調整 

・各対策部の行う行動計画の調整 

・各対策部の使用する装備、資機材、活動拠点、応援人員等の調整 

・通信回線・通信機器の確保 

・本部員等及び本部事務局職員等の動員時間の管理、庶務的業務 

安全班 ・従事職員の安全状況の監視、安全確保の方策の立案及び実施 

情報集約班 

・以下の情報に関する国、県、他の市町村など関係機関、各対策部及び消防本部

からの情報収集、整理及び集約 

 ○被災情報 ○避難や救援の実施状況 ○災害への対応状況 

 ○安否情報 ○その他統括班から収集を依頼された情報 

広報・報道班 
・被災状況や市の活動内容の公表、報道機関との連絡調整、広報活動の計画立案

及び実施 

危機対策本部

副本部長

（副市長）

本部長

（市長） 本部員

（各局長等）

補佐 補佐

統括班

情報集約班

安全班

広報・報道

○○グループ

○○グループ

○○グループ

○○グループ

対策部の編成

活
動
を
調
整

危機管理部長

危機管理課長

防災対策課長

本部事務局

事務局長

事務局長補佐

主管本部員

（危機管理監）

総
合
政
策
局
対
策
部

総
務
局
対
策
部

財
政
局
対
策
部

市
民
局
対
策
部

保
健
福
祉
局
対
策
部

こ
ど
も
未
来
局
対
策
部

環
境
局
対
策
部

経
済
農
政
局
対
策
部

都
市
局
対
策
部

建
設
局
対
策
部

水
道
局
対
策
部

病
院
局
対
策
部

会
計
室
対
策
部

教
育
委
員
会
事
務
局
対
策
部

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
対
策
部

人
事
委
員
会
事
務
局
対
策
部

監
査
委
員
事
務
局
対
策
部

農
業
委
員
会
事
務
局
対
策
部

議
会
事
務
局
対
策
部

消
防
本
部
・
消
防
署

区
対
策
本
部
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【千葉市危機対策本部における各対策部等の業務】 

  

・市危機対策本部に関すること

・市危機対策本部、各対策部、消防本部の連絡調整に関すること

・県、他の自治体、自衛隊、その他関係機関との連絡調整に関すること

・通信体制の運用、統制に関すること

・市民への災害広報に関すること

・市民に対する警報や避難指示等の伝達に関すること

・被災情報及び安否情報の収集・提供に関すること

・要配慮者等の対策に関すること

・市長及び副市長の秘書に関すること

・災害広報及び報道機関との連絡調整に関すること

・国、県等に関する要望・陳情に関すること

・特命事項に関すること　など

・職員の動員及び配置に関すること

・従事職員の公務災害補償等に関すること

・被災職員の援助に関すること

・電子情報・システム等の保全に関すること　など

・応急財政措置に関すること

・市有財産の管理及び被害調査に関すること

・被災者に対する市税の減免処置等の指導及び調整に関すること　など

市民局対策部 ・義援品・救援物資等に関すること　など

・ボランティアセンター等の支援に関すること

・被災者の医療、助産、救護に係る各区との調整に関すること

・医療品及び衛生資機材の確保に関すること

・防疫活動に関すること

・死体等の処理に関すること

・飲料水及び食品の衛生に関すること

・動物救護活動等の実施に関すること

・要配慮者等の対策に関すること

・社会福祉施設の対策に関すること　など

・要配慮者の対策に関すること

・社会福祉施設の対策に関すること

・災害時保育に関すること　など

・大気汚染・水質汚濁の調査及び防止対策に関すること

・ごみの処理計画、収集・処理に関すること

・有害鳥獣による生活被害に関すること　など

・中小企業の経営相談に関すること

・商工業関係の被害調査に関すること

・農作物、家畜等の被害調査及び被災者の救援に関すること

・中央卸売市場の応急復旧に関すること　など

・公共交通関係機関との連絡調整に関すること

・港湾関係機関との連絡調整に関すること

・市有建築物の応急復旧に関すること

・公園施設等の応急復旧に関すること　など

・緊急輸送道路などの通行確保に関すること

・道路・橋りょう等の道路施設の応急復旧に関すること

・公共下水道の応急復旧に関すること

・下水処理場及びポンプ場等の応急復旧に関すること　など

・飲料水の確保に関すること

・水道施設の応急復旧に関すること　など

病院局対策部 ・市立青葉病院、市立海浜病院の医療及び救護活動に関すること

会計室対策部 ・災害関係経費の出納に関すること　など

・従事職員の公務災害補償等に関すること

・被災職員の援助に関すること

・学校施設等の被害調査及び応急復旧に関すること

・学校施設等の避難所開設に関すること

・児童・生徒等の避難計画に関すること

・児童・生徒等の保健に関すること

・文化財の被害調査及び応急復旧に関すること　など

選挙管理委員会事務局対策部 ・他の対策部に対する応援に関すること

人事委員会事務局対策部 ・他の対策部に対する応援に関すること

監査委員事務局対策部 ・他の対策部に対する応援に関すること

農業委員会事務局対策部 ・他の対策部に対する応援に関すること

・災害に係る議会活動に関すること

・他の対策部に対する応援に関すること　など

・従事職員の公務災害補償等に関すること

・消防団との連絡調整・活動連携に関すること

・災害への対処に関すること（緊急・援助を含む）

・災害情報の収集及び伝達に関すること

・消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること

・危険物製造所等への情報提供及び指導に関すること　など

・警報等の伝達に関すること

・所管施設の管理保全に関すること

・被害状況の調査に関すること

・避難者の誘導及び収容に関すること

・避難所等の開設及び管理運営に関すること

・被災者の医療、助産、救護に関すること　など

環境局対策部

総合政策局対策部

総務局対策部

財政局対策部

保健福祉局対策部

こども未来局対策部

消防本部・消防署

区対策部

経済農政局対策部

都市局対策部

建設局対策部

水道局対策部

教育委員会事務局対策部

議会事務局対策部
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別表３ 「局・区等対策部の構成等」 

【局・区等対策本部の構成と機能】 

 

・ 危機事案に組織的な対応を行うため、対策部長を筆頭に上図の任務分担を

行う。 

・ それぞれの任務に割り当てる人数は危機事案の規模、動員可能な人数によ

り異なる。 

・ 各任務を担う「～担当」「～グループ」には必ず責任者を１人置く。 

・ 少人数で活動する場合、各任務の責任者は兼務することができる。 

・ 人数に関わりなく、「～担当」、「～グループ」の呼称とする。 

・ 編制・部内組織の名称は、基本形に沿う形で各局･区等で変更可能とする。 

・ 既存の計画等において既に各局･区等の独自の体制を整備している場合は、

その体制で活動することを妨げない。 

 

 

 

 

 

 

対策部長
（事務局）

○○グループ

○○グループ

○○グループ

局内の人員等
（予備）

・危機事案対応に
従事していない
人員。

※必要に応じて、
各グループに配置。

危機事案

○○担当

○○担当

○○担当

他局・区等

報道機関
秘書課
報道室

外部機関

危機管理
部

報告

指示

指示

対応

支援

支援

局･区等対策部

報告

指示報告

報告

報告

指示

○○グループ
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【局・区等対策本部の任務分担の名称と役割】 

 

  

対策部長は、対策部の調整指揮を行う。対策部の活動について目的と優先順位を設定し、全活動に責任を持つ。

対策部長は、自らの活動の一部を補佐させるため、業務を担当する専従のスタッフを置く。

危機事案の対応に必要なグループを設置する。

・編成例

対策部長（事務局）

グループ

△△事務

■■事務

☆☆確認

◆◆作成

従
事
職
員
配
置

○○業務
グループごとに

必要な対応を行う。
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千葉市危機事案対応計画改正履歴 

 

平成 18年 ３月 16日策定 

平成 18年 12月 15日修正 

平成 19年 ４月 １日修正 

平成 20年 ４月 １日修正 

平成 23年 ７月 １日修正 

平成 24年 ４月 １日修正 

平成 26年 ７月 １日修正 

平成 31年 ４月 １日修正 

令和 8年 3月 19日修正 

 


